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平成 23 年１月 17 日 

各  位 

会 社 名  株 式 会 社 陽 光 都 市 開 発

代 表 者 名  代 表 取 締 役 社 長  望月 英昭

 （ＪＡＳＤＡＱ コード 8946）

問 合 せ 先  専務取締役管理本部長 田 中  忍

 ＴＥＬ (045) 324-2444（代表）

 

 

宅地建物取引業法に基づく行政処分に関するお知らせ 

 

 当社は、本日付で国土交通省関東地方整備局から宅地建物取引業法第 65 条第２項に基づく業

務停止処分を受けましたのでお知らせいたします。 

 当社が本処分を受けることに伴い、当社のお客様をはじめ株主の皆様、関係者の皆様に多大な

るご迷惑とご心配をおかけすることとなりますことを、深くお詫び申し上げます。 

 当社は、この度の処分を厳粛に受け止め、再発防止のために、営業部員への管理指導強化と役

職員の倫理向上に努める所存でございますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

１.処分を受けるに至った経緯 

投資用マンションの販売に際し、当社の複数の社員により、複数の相手方であるお客様に対

し、勧誘の電話を断っているにもかかわらず繰り返し電話勧誘を行うなど、執拗に勧誘を行

っていた事実が確認されました。これらの行為は電話による長時間の勧誘及び私生活又は業

務の平穏をし、その相手方を困惑させることを禁じた宅地建物取引業法第 47 条の２第３項に

規定する省令である、宅地建物取引業法施行規則第 16 条の 12 第１号(ハ)に違反するとして

業務停止処分を受けることとなりました。 

 

２.処分の内容 

(１)期間 

  平成 23 年２月１日から平成 23 年２月 22 日までの 22 日間 

 

(２)停止を命ぜられた業務の範囲 

  宅地建物取引業に係る全部の業務 

 

３.今後における再発防止策と今後の対応 

(１)再発防止策  

①管理体制の整備 

昨年６月より、前代表取締役社長である相馬聡氏が営業本部長を兼任して営業部員

の指導にあたってまいりましたが、結果として、指導が十分に行き届かず電話営業の

相手方にご迷惑をお掛けすることになってしまいました。 

 



2 
 

昨年 12 月末日付で相馬氏は退任し、同日付で前代表取締役副社長である望月英昭が

社長に就任いたしました。今後は、望月を経営トップとする新体制で、苦情撲滅に向

けて真摯に取り組んで参ります。 

また、代表取締役社長の営業本部長の兼任を解消し、住吉秀一執行役員が就任いた

します。指導体制を早期に構築することで、お客様が安心して物件購入およびマンシ

ョン経営全般についてご相談ができるような体制へと転換して参ります。 

②電話営業専用苦情窓口フリーダイヤルの設置 

電話営業専用苦情窓口フリーダイヤルを設置して、当社ホームページに掲載します。

お客様の苦情に速やかに対応し、不適切な行為の撲滅に努めて参ります。 

③営業部社員の意識改革 

営業成績向上を社員に強く求めすぎたことが、一連の問題を発生させた要因のひと

つであると反省しております。今後は、営業社員の法令遵守意識を高め、お客様第一

主義の視点に立ち業務遂行するよう、以下のような研修・学習会等を実施いたします。 

a.顧問弁護士によるコンプライアンス研修の実施 

b.関係法令学習会の実施 

c.マナー研修の実施 

d.朝礼や定期ミーティングでの指導 

e.営業活動を行う際の誓約書の義務化 

 

(２) 今後の対応 

契約時の告知確認について 

今回の業務停止処分を知らずにお客様が契約してしまうことがないように、その内容

を契約時に正確にお客様にお伝えいたします。十分なご理解をいただいた上で、契約

締結を行うものといたします。 

 

４.役員報酬の自主的返上と執行役員の給与減額 

この度の行政処分を受け、次のとおり報酬の一部を自主的に返上する旨の申出がありまし

た。また、本日開催の取締役会において執行役員の給与減額を決定いたしました。 

(１)役員報酬の自主的返上 

代表取締役社長 ：  報酬月額の 20％を１年間 

専 務 取 締 役 ：  報酬月額の 15％を１年間 

取 締 役 (２ 名 ) ：  報酬月額の 10％を１年間 

 

(２)執行役員の給与減給 

執行役員４名 ：就業規則に定める範囲の減給 

 

５.今後の見通し 

今回の業務停止処分による各セグメントにおける影響は以下のとおりです。 

不動産販売事業 

当社保有不動産の販売営業活動及び売買契約締結、また当社が不動産を購入するため

の営業活動及び売買契約締結を行うことはできません。業務停止開始前に契約締結を

完了しているものに関しましては、業務停止期間中におきましてもお客様に引渡すこ

とは可能です。 
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不動産管理事業 

不動産管理事業に関しましては基本的に業務を行うことが可能です。 

 

不動産賃貸事業 

当社が自ら貸主として行う営業活動及び賃貸借契約締結は行うことが可能です。 

 

不動産仲介事業 

不動産仲介における営業活動及び売買契約締結若しくは賃貸借契約を行うことはで

きません。業務停止開始前に契約締結を完了しているものに関しましては、業務停止

期間中におきましてもお客様に引渡すことは可能です。 

 

その他の事業 

現在当社で行っておりますその他の事業に関しましては、宅地建物取引業に関わるも

のではないため、業務を行うことは可能です。 

 

今回の業務停止処分が当社平成 22 年 12 月期業績に与える影響はございませんが、平成 23

年 12 月期の業績に与える影響は現在精査中であり、平成 23 年 12 月期業績予想につきまして

は平成 22 年 12 月期決算発表時に開示する予定です。 

 

以 上 

 

 


